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卒煙のすすめ
　たばこの煙には7,000種類以上の身体に悪影響
を及ぼす化学物質が含まれ、その中には発がん性
物質「がんを誘発する物質」も含まれます。
　また、たばこを吸う人だけでなく、たばこを吸っ
た人が出す煙が空気を漂い（副流煙）、たばこを吸わ
ない人（喫煙を望まない人）に受動喫煙を起こさせま
す。副流煙にも発がん性物質やニコチン、一酸化炭
素などの有害物質が含まれているため、肺がんや虚
血性心疾患などの健康被害が生じるとされています。

　また、喫煙後も、しばらくは、呼気から有害物
質が排出されており、周囲への配慮を要します。
　なお、煙を出さない加熱式たばこは、たばこ葉
を使用するため、従来の紙巻きたばこと同様に健
康への悪影響が懸念されており、電子たばこは、
ニコチンを含まないものであれば、比較的健康へ
の影響は少ないと考えられています。
　自分自身のため、みんなのため、卒煙を考えて
みてはいかがでしょうか？

　夜間や休日に、お子さんが急な病気で心配になったら、
小児救急電話相談を利用することを考えましょう。小児科
医や看護師から、お子さんの症状に応じた適切なアドバイ
スが受けられます。
　＃8000は、携帯電話・スマートフォンからもつながり
ます。

お医者さんにかかるときの５つのポイント
1. かかりつけ医を持ちましょう
　日常的な病気の治療や、医療相談などに応じても
らえる、かかりつけ医を持つことは大切です。気に
なる症状があれば、まずはかかりつけ医を訪ねるよ
うにしましょう。

3. ジェネリック医薬品を活用しましょう
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、新薬（先発
医薬品）と同等の効果で価格が安いというメリットが
あります。医師や薬剤師と相談しながら、積極的に
活用しましょう。

2. 重複受診はやめましょう
　同じ疾患で、複数の医療機関にかかる「重複受診」
はやめましょう。医療費が増加するばかりではなく、
検査や薬の重複などで、体に悪影響を与えてしまう
心配があります。

5. 薬の飲み合わせに注意しましょう
　薬は飲み合わせによって、副作用が生じる場合があります。「お薬手帳」を1冊にまとめたり、服用中の薬を医
師や薬剤師に伝えるなどして、不要な薬をもらわないようにしましょう。

4. 休日・夜間の受診は控えましょう
　休日や、夜間に開いている救急医療機関は、緊急
性の高い患者さんのためのもので、医療費は割増料
金がかかります。緊急時以外は、平日の時間内に受
診することを心がけましょう。

お子さんの急な病気のときは「小児救急電話相談（＃8000）」をご利用ください

※ダイヤル回線、IP電話および
光電話の場合には
℡096（364）9999

小児救急電話相談→＃8000

国民健康保険からのお知らせ
〈問い合わせ〉健康推進課  医療保険係 ℡0967（67）2704インフルエンザ接種費用の補助について

　村では、本村に住所を有する人に対し、インフルエンザ予防接種費用を補助します。以下のとおり対象者や契約
医療機関で事前の手続きが必要な場合がありますので、接種前に必ずご確認ください。
【接 種 期 間】　10月1日（水）～12月31日（水）　　【回数】　1～13歳未満は2回、13歳以上は1回
【契約医療機関】　区分①：阿蘇立野病院、上村医院、藤本医院、寺﨑内科胃腸科クリニック、渡邉内科
　　　　　　　　区分②：たくもと小児科、なみかわ小児科、よしもと小児科
【接種の注意点】
•医療機関で氏名、生年月日、住所が分かるもの（マイナンバーカードや運転免許証）、お薬手帳、母子手帳（13歳
未満の人）を窓口で提示してください。
•生活保護世帯の人は、別途助成があります。接種前に健康推進課にお問い合わせください。
【補助などの手続き】

契約医療機関以外の医療機関で接種する場合は、事前に健
康推進課での手続きが必要です。
　自己負担額　1回1,200円

契約以外の医療機関

自己負担額
1回1,200円
（区分①のみ）

契約医療機関対象者

【定期】
•65歳以上の人
•60～65歳未満で
心臓、腎臓、呼吸器の機能障が
いまたはヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能に障がいを有し、
日常生活がかなり制限される人

医療機関窓口で予防接種料金全額を支払い、健康推進課に
次の書類を添えて補助申請の手続きが必要です。自己負担
を1,200円とし払戻しいたします。ただし払戻しの上限額
は2,900円です。
•補助金交付申請書兼請求書、印鑑
•領収書の写し（被接種者名・予防接種名の記載あるもの）
•振込み先の預金通帳の写し
【交付申請書の提出期限】令和8年1月30日（金）

自己負担額
1回1,200円
（区分①②）

【任意】
•1～64歳の人
　（上記を除く）
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新型コロナワクチン定期接種費用の補助について
　村では、本村に住所を有し、以下の対象者で接種希望の人に対し、新型コロナワクチン接種費用を補助します。
接種を希望される人は、事前にご自分で村内医療機関に予約をしてください。
【定期接種対象者】
•65歳以上の人、60～65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能障がいまたはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機
能に障がいを有し、日常生活がかなり制限される人

【接 種 期 間】　10月1日（水）～12月31日（水）　　【回数】　1回　　【個人負担額】　5,200円
【接種医療機関】　阿蘇立野病院、上村医院、寺﨑内科胃腸科クリニック、渡邉内科
【接種の注意点】
•医療機関で氏名、生年月日、住所が分かるもの（マイナンバーカードや運転免許証など）、お薬手帳を窓口で必ず
提示してください。お忘れの場合は、接種できない場合があります。
•60～65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能障がいまたはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有し、
新型コロナワクチン予防接種を希望される人は、かかりつけ医での接種をお願いします。
•村外医療機関で接種を希望する場合は、必ず接種前に健康推進課での手続きが必要です。
•生活保護世帯の人は、別途助成があります。接種前に健康推進課にお問い合わせください。
•定期接種対象者以外で接種を希望する場合は、任意接種として全額自己負担で接種することができます。

2025.9 2025.96 7


